
 

太田市公告 

 

太田駅南口第四地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書につ

いて、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の１６第２項において準用する同法第

７条の１５第３項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

  令和７年１１月４日 

太田市長 穂積 昌信     

 

１ 縦覧場所 

太田市役所 都市政策部 まちづくり推進課 

 

２ 縦覧期間 

(1) 期間 

令和７年１１月４日（火）から都市再開発法第１００条第２項又は同法第１２４条の２

第３項の公告の日まで 

（土・日曜日、祝日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く。） 

(2) 時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 


